
議案第６３号

渋川市たちばなの郷城山条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成３１年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市たちばなの郷城山条例の一部を改正する条例

渋川市たちばなの郷城山条例（平成１８年渋川市条例第２０１号）の一部

を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第１２条関係）

１ 宿泊利用料金

利用区分 宿泊料（１泊２食付）

利用者区分 Ａコース Ｂコース Ｃコース

６５歳以上 ６，２８０円 ７，３３０円 ８，３７０円

大人（中学生以上） ７，３３０円 ８，３７０円 ９，４１０円

小学校児童 ５，９６０円 ７，０１０円 ８，０６０円

幼児（３歳以上） １，０３０円 １，０３０円 １，０３０円

＋実費 ＋実費 ＋実費

２ 加算料金

区分 休日前料金 ＧＷ・盆・年 １室２名以下

末年始 の利用

６５歳以上 １，０３０円 ２，０８０円 １，０３０円

大人（中学生以上） １，０３０円 ２，０８０円 １，０３０円

小学校児童 ５２０円 １，０３０円 ５２０円

幼児（３歳以上） ５２０円 １，０３０円 ５２０円



３ 休憩料金

区分 料金 食事料

６５歳以上 ５１０円 実費

大人（中学生以上） ５１０円 実費

小学校児童 ３００円 実費

幼児（３歳以上） 無料 実費

備考 この表に定める休憩料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条

例第５６号）の規定により課される入湯税を含む。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の渋川市たちばなの郷城山条例第１２条の規定は

、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用

料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従

前の例による。

３ 施行日の前日から施行日にかけての宿泊に係る利用料金については、な

お従前の例による。

理 由

消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであ

る。



渋川市たちばなの郷城山条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係）

たちばなの郷城山利用料金

１ 宿泊利用料金 １ 宿泊利用料金

利用区分 宿泊料（１泊２食付） 利用区分 宿泊料（１泊２食付）

利用者区分 Ａコース Ｂコース Ｃコース 利用者区分 Ａコース Ｂコース Ｃコース

６５歳以上 ６，２８０円 ７，３３０円 ８，３７０円 ６５歳以上 ６，１７０円 ７，２００円 ８，２２０円

大人（中学生以上） ７，３３０円 ８，３７０円 ９，４１０円 大人（中学生以上） ７，２００円 ８，２２０円 ９，２５０円

小学校児童 ５，９６０円 ７，０１０円 ８，０６０円 小学校児童 ５，８６０円 ６，８９０円 ７，９２０円

幼児（３歳以上） １，０３０円＋ １，０３０円＋ １，０３０円 幼児（３歳以上） １，０２０円＋ １，０２０円 ＋ １，０２０円

実費 実費 ＋実費 実費 実費 ＋実費

２ 加算料金 ２ 加算料金

区分 休日前料金 ＧＷ・盆・年末 １室２名以下 区分 休日前料金 ＧＷ・盆・年末 １室２名以下

年始 の利用 年始 の利用

６５歳以上 １，０３０円 ２，０８０円 １，０３０円 ６５歳以上 １，０２０円 ２，０５０円 １，０２０円

大人（中学生以上） １，０３０円 ２，０８０円 １，０３０円 大人（中学生以上） １，０２０円 ２，０５０円 １，０２０円

小学校児童 ５２０円 １，０３０円 ５２０円 小学校児童 ５１０円 １，０２０円 ５１０円

幼児（３歳以上） ５２０円 １，０３０円 ５２０円 幼児（３歳以上） ５１０円 １，０２０円 ５１０円

３ 休憩料金 ３ 休憩料金
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区分 料金 食事料 区分 料金 食事料

６５歳以上 ５１０円 実費 ６５歳以上 ５１０円 実費

大人（中学生以上） ５１０円 実費 大人（中学生以上） ５１０円 実費

小学校児童 ３００円 実費 小学校児童 ３００円 実費

幼児（３歳以上） 無料 実費 幼児（３歳以上） 無料 実費

備考 この表に定める休憩料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条 ・この表に定める休憩料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第

例第５６号）の規定により課される入湯税を含む。 ５６号）の規定により課される入湯税を含む。
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